
 

 

景 観 行 政 団 体 の 屋 外 広 告 物 条 例 制 定 に つ い て  

 

１  趣 旨  

  屋 外 広 告 物 条 例 は 、 原 則 と し て 、 都 道 府 県 、 指 定 都 市 及 び 中 核 市 が 定 め る こ と と さ

れ て い ま す が 、 都 道 府 県 の 条 例 で 定 め る こ と に よ り 、 指 定 都 市 及 び 中 核 市 以 外 の 景 観

行 政 団 体 で あ る 市 町 村 （ 以 下 「 景 観 行 政 団 体 」 と い い ま す 。 ） も 屋 外 広 告 物 条 例 の 制

定 改 廃 を 行 う こ と が で き る も の と さ れ て い ま す （ 屋 外 広 告 物 法 第 28 条 ） 。  

こ れ に よ り 、 景 観 を 構 成 す る 重 要 な 要 素 で あ る 屋 外 広 告 物 行 政 に つ い て 、 権 限 移 譲

に よ る 許 可 や 簡 易 除 却 等 の 事 務 の 実 施 に と ど ま ら ず 、 条 例 の 制 定 改 廃 と い う ル ー ル づ

く り に よ っ て 景 観 行 政 と 一 元 的 に 行 う こ と が で き る よ う に な り ま す 。  

 

２  条 例 制 定 の 範 囲 等  

  景 観 行 政 団 体 が 屋 外 広 告 物 条 例 を 制 定 す る 場 合 、 屋 外 広 告 物 法 に 反 し な い こ と の ほ

か 、 屋 外 広 告 業 の 登 録 に 関 す る 事 務 を 規 定 す る こ と は で き ま せ ん 。  

し か し 、 そ れ 以 外 の 事 務 （ 許 可 事 務 等 ） に つ い て 条 例 制 定 が 可 能 で あ り 、 ま た 北 海

道 屋 外 広 告 物 条 例 の 許 可 基 準 を 超 え た 許 可 基 準 を 定 め た り 、 北 海 道 屋 外 広 告 物 条 例 に

な い 規 制 （ 例 え ば 広 告 物 の 色 彩 の 規 制 等 ） を 加 え ら れ る ほ か 、 市 町 村 内 の 一 部 地 域 や

一 部 広 告 物 の み を 対 象 と し た 条 例 の 制 定 も 可 能 で あ り 、 地 域 の 特 性 に 応 じ た 規 制 を 行

う こ と が で き ま す 。  

   

（ 具 体 例 ）  

◎  平 泉 町 屋 外 広 告 物 条 例 施 行 規 則 （ 抜 粋 ）  

別 表 第 ２ の ２  地 区 別 ・ 種 類 別 許 可 基 準  

（ 1）  歴 史 景 観 地 区   

④ 形 態 意 匠 に 関 す る 基 準  

   外 観  

・  周 辺 の 景 観 と 調 和 し た も の と す る こ と 。  

・  広 告 物 の 外 郭 線 は 、 単 純 な も の と す る こ と 。  

・  建 植 広 告 物 は 、 表 示 面 を 方 形 と し 、 支 柱 を 単 純 な 形 状 と す る こ と 。  

色 彩  

・ 彩 度 は ３ 以 下 と す る 。 た だ し 、 表 示 面 積 の １ ／ ５ 未 満 の 範 囲 内 に 限 り 、 彩 度

５ 以 下 の 色 彩 を 用 い る こ と が で き る 。 ま た 、 和 風 の 形 態 意 匠 の 広 告 物 で 、 緑 青

や 紅 殻 な ど の 伝 統 工 法 を 用 い る こ と に よ っ て 生 じ る 色 彩 は こ の 限 り で な い 。  

素 材  

・  外 装 に 使 用 す る 素 材 は 、 周 辺 の 景 観 と 調 和 し た 質 感 の も の と す る こ と 。  

・  擬 木 は 使 用 し な い こ と 。  

・  金 属 の 素 材 色 を 活 か し て 使 用 す る 場 合 、 不 快 感 を 与 え な い よ う に 配 慮 す る こ

と 。  

照 明  

・  で き る 限 り 光 源 を 用 い な い か 、 数 を 減 ら す こ と 。  

・  過 度 に 明 る い 光 源 を 避 け る こ と 。  

・  光 源 は 白 色 系 と し 、 動 向 又 は 点 滅 を 伴 う も の を 避 け る こ と 。 た だ し 、 緊 急 の

必 要 が あ る も の 又 は 、 警 告 、 交 通 規 制 等 の 用 に 供 す る も の で 、 公 衆 の 安 全 を

図 る た め 必 要 と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

・  ネ オ ン サ イ ン は 設 置 し な い こ と 。  

・  電 球 、 Ｌ Ｅ Ｄ 等 の 光 源 を 道 路 等 の 公 衆 の 視 点 場 か ら 直 接 見 え る よ う に 露 出 さ

せ な い こ と 。  



 

・  行 灯 、 提 灯 等 の 伝 統 的 な 和 風 の 照 明 を 除 き 、 光 源 を 内 蔵 す る も の は で き る 限

り 避 け る こ と 。  

・  下 方 を 照 ら す こ と を 基 本 と し 、 む や み に 上 方 を 照 ら さ な い こ と 。  

・  天 空 へ 光 束 を 投 光 し な い こ と 。  

 

 

３  手 続 等  

  景 観 行 政 団 体 が 屋 外 広 告 物 条 例 を 制 定 し よ う と す る 場 合 に は 、 景 観 行 政 団 体 に お い

て 審 議 会 や パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 等 に よ り 条 例 の 内 容 が 固 ま り 、 組 織 決 定 が 可 能 と な っ

た 段 階 で 、 北 海 道 か ら 条 例 制 定 改 廃 事 務 の 移 譲 に つ い て 協 議 を さ せ て い た だ き 、 景 観

行 政 団 体 の 条 例 制 定 手 続 と 並 行 し て 、 北 海 道 屋 外 広 告 物 条 例 、 北 海 道 建 設 部 の 事 務 処

理 の 特 例 に 関 す る 条 例 及 び 地 域 指 定 告 示 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

 

４  制 定 状 況  

  現 在 、 北 海 道 の 景 観 行 政 団 体 で は 例 は あ り ま せ ん が 、 他 県 で は ３ ８ 団 体 が 条 例 を 制

定 し て い ま す （ 平 成 22 年 ４ 月 １ 日 現 在 ） 。  

 

（ 青 森 県 ） 八 戸 市 、 （ 岩 手 県 ） 平 泉 町 、 （ 茨 城 県 ） 水 戸 市 、 （ 栃 木 県 ） 日 光 市 ・ 那 須 町

（ 群 馬 県 ） 伊 勢 崎 市 、 （ 埼 玉 県 ） 八 潮 市 、 川 口 市  

（ 神 奈 川 県 ） 小 田 原 市 ・ 藤 沢 市 ・ 大 和 市  

（ 長 野 県 ） 小 布 施 町 ・ 松 本 市 ・ 飯 田 市 ・ 諏 訪 市  

（ 新 潟 県 ） 新 発 田 市 、 （ 岐 阜 県 ） 各 務 原 市 ・ 多 治 見 市 ・ 美 濃 市 ・ 下 呂 市 ・ 高 山 市  

（ 静 岡 県 ） 熱 海 市 ・ 袋 井 市 、 （ 福 井 県 ） 大 野 市 、 （ 滋 賀 県 ） 守 山 市  

（ 鳥 取 県 ） 倉 吉 市 、 （ 島 根 県 ） 松 江 市 、 （ 広 島 県 ） 尾 道 市  

（ 山 口 県 ） 萩 市 、 （ 徳 島 県 ） 三 好 市 ・ 那 賀 町 ・ 東 み よ し 町  

（ 愛 媛 県 ） 大 洲 市 ・ 宇 和 島 市 ・ 八 幡 浜 市 ・ 内 子 町  

（ 佐 賀 県 ） 佐 賀 市 、 （ 鹿 児 島 県 ） 指 宿 市  


